
第２３期第８回福岡県豊前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和８年４月２３日（木） １４：００～ 

 

２ 場 所   豊前海水産会館 

（京都郡苅田町磯浜町１－２－６ TEL ０９３－４３４－１７０４） 

 

３ 議 題 

（１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 資料１ 

 

（２）福岡県豊前海区における知事許可漁業の新規許可に係る制限 資料２ 

措置等について（諮問）  

 

（３）ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法の禁止に係る委 資料３ 

員会指示について(協議）  

 

（４）第５２回瀬戸内海広域漁業調整委員会について（報告） 資料４ 

 

（５）その他 
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資　　料　　１

（第２３期８回豊前漁調委）

（令和８年４月２３日）



令和８年４月２３日 

福岡県豊前海区漁業調整委員会資料 

 

福岡県資源管理方針の一部改正について 

 

水産振興課漁船漁業係 

【概要】 

○資源管理方針の一部改正について 

 令和８年４月１日より漁業法の一部が改正され、法の第２６条の２項および

３０条の２項に特別管理特定水産資源の漁獲量等の報告が追記され、漁獲量等

の情報の収集について一部取り扱いに変更が生じる。 

 そこで今回、福岡県資源管理方針の第６条その他資源管理に関する重要事項

について一部変更したい。 
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福岡県資源管理方針  
〔制定 令和２年１２月１日〕  
最終改正 令和８年○月○日  

 
 

第１ 資源管理に関する基本的な事項  
１ 漁業の状況  

本県の水産業は、令和５年の生産量で 4.7 万トン、生産額は 325 億円にのぼり、全

国的には中位に位置している。また、漁業就業者数は、約４千人であり、多くの沿岸

地域においては、水産業は中核的な産業となっている。このように水産業は、本県の

均衡ある発展を図るためにも極めて重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図っ

ていくためには、水産資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。  
２ 本県の責務  

本県は、漁業法（以下「法」という。）第６条の規定に基づき、国とともに、資源管

理を適切に実施する責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面

の資源調査、資源評価及び資源管理を行うとともに、法第 10 条第１項の規定に基づき、

必要と認めるときは、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源につ

いて資源評価の要請を行うものとする。  
第２ 特定水産資源ごとの知事管理区分  

知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、知事が設定する管

理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下の事項を定めるものとする。  
（１）水域  
（２）対象とする漁業  
（３）漁獲可能期間  

第３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  
１ 漁獲可能量  

  漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基礎とし、当該特定水産

資源を漁獲対象とする漁業の実態その他の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定め

ることとする。  
  ２ 留保枠の設定  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応するため、特定水産資源

ごとに漁獲可能量に留保枠を設けることができることとする。  
３ 数量の融通  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生じる、それぞれの知事

管理区分に配分した数量の過不足が、漁業者及び関連業者に与える影響を緩和するた

め、上記１及び２の規定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごと

の知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間における数量の融通を

可能な範囲で行い、それぞれの知事管理区分に配分することで、当該影響の緩和に努

めるものとする。  
第４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法  

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理を基本とする。

それ以外の知事管理区分については、漁獲量の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄

積、漁獲量等の報告体制の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に

移行するものとする。  
第５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  
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１ 特定水産資源  
  特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）

に即して、当該特定水産資源ごとの資源管理の目標の達成に効果があると認める場合

には、小型魚の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量による管理以

外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み合わせて資源管理を行うものと

する。 
  また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の協定の締結を促

進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該

協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事

への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
２ 特定水産資源以外の水産資源  

  特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針に即して、当該水産資

源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導か

れる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管

理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。  
  法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行

われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、利用可能な最新の科学

的知見を用いて資源管理の方向性を設定することとする。  
  また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の

協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者

自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結

果の福岡県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
 ３ 漁業者自身による自主的な取組  
   福岡県知事は、漁業者による法第 124 条第１項の協定の締結を促進し、認定した協

定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の

定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事への報告が行われ

るよう指導を行うものとする。  
第６ その他資源管理に関する重要事項  

１ 漁獲量等の情報の収集 
（１）漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が資源に与える影響等

を把握するために有益であり、資源評価の精度を上げるために重要である。また、

資源管理措置の遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重要で

ある。 
（２）漁獲量等の情報は、法第 26 条第１項若しくは第２項又は第 30 条第１項若しく

は第２項の規定による漁獲可能量による管理として行うもののほか、知事許可漁業

の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告（法第 58 条において準用する法第

52 条第１項）、漁業権者による資源管理の状況等の報告（法第 90 条第１項）におい

ても報告が義務付けられている。これらの報告により収集した情報を農林水産大臣

へ報告し、農林水産大臣及び福岡県知事が相互に漁獲量等の情報を共有することに

より適切な資源管理に向けてこれらの情報を活用していくこととする。  
（３）また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性を踏まえて、より迅

速かつ効率的に情報を収集することができるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業

協同組合、市場等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構築を

進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じて編集・処理することで適

切な資源管理に向けてこれらの情報の活用が図られるようにする。  
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 ２ 資源管理の進め方 
   新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上

で、着実に実行していくものとする。  
 ３ 種苗放流等の取組 
   種苗生産・放流・育成管理（以下「種苗放流等」という。）の取組は、資源管理の一

環として実施することから、対象となる水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検

証することとする。  
   新たに種苗放流等を実施する水産資源については、資源水準の回復にその取組の有

効性が認められる場合に、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することと

し、当該水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検証することとする。  
 これまで種苗放流等を実施してきた水産資源については、種苗放流等の効果の検証

の結果、その取組の有効性が認められるものであって、その造成の目的を達成してい

ないものは、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することとする。  
   なお、当該検証の結果、当該水産資源の造成の目的を達成したものやその効果の認

められないものは、種苗放流等について慎重に検討することとする。  
 ４ 遊漁者に対する指導 
   遊漁者に対し、資源管理基本方針及び福岡県資源管理方針に基づく資源管理の実施

について協力するよう指導するものとする。  
第７ 福岡県資源管理方針の検討  

法第 14 条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の

動向その他の事情を勘案して、おおむね５年ごとに、この資源管理方針についての検

討を行うとともに、この資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても少

なくとも５年ごとに見直しを行うものとする。  
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針  

  特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ まあじ」から「別

紙１－11 ぶり」までに、特定水産資源以外の水産資源（法第 11 条第２項第２号の資

源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていないものを除く。）に

ついての具体的な資源管理方針は「別紙２－１ ひらめ日本海中西部・東シナ海系群」

に、法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が

行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙３－２ とらふぐ日本海・東シ

ナ海・瀬戸内海系群」から「別紙３－12 まあなご福岡県海域（筑前海）」までに、そ

れぞれ定めるものとする。 
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活

用
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す
る

。
 

２
～

７
 

（
略

）
 

第
７

～
第

８
 

（
略

）
 

 

（
３

）
ま

た
、

こ
れ

ら
の

報
告

に
よ
る

漁
獲

量
等

の
情

報
の

収
集
の

重
要

性
を

踏
ま

え
て

、
よ

り
迅

速
か

つ
効
率

的
に

情
報

を
収

集
す

る
こ
と

が

で
き

る
よ

う
、

国
と

連
携

し
つ

つ
、
漁

業
者

や
漁

業
協

同
組

合
、
市

場

等
か

ら
漁

獲
量

等
の

情
報

を
電

子
的
に

収
集

・
蓄

積
す

る
シ

ス
テ
ム

の

構
築

を
進

め
る

と
と

も
に

、
デ

ー
タ
を

一
元

的
に

集
約

し
、

用
途
に

応

じ
て

編
集

・
処

理
す

る
こ

と
で

適
切
な

資
源

管
理

に
向

け
て

こ
れ
ら

の

情
報

の
活

用
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す
る

。
 

２
～

７
 

（
略

）
 

第
７

～
第

８
 

（
略

）
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漁業法抜粋 
 
第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理 
 
（漁獲量等の報告） 
第二十六条 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源（次項
に規定する特別管理特定水産資源を除く。）の採捕をしたときは、農林水産省令で定める
期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し
農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林
水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しな
ければならない。 
２ 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の
経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘
案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で
定めるもの（以下この章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」とい
う。）の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定
めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で
定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事
管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林
水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他
の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令
で定める期間保存しなければならない。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めると
ころにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。 
 
第三款 漁獲量等の総量の管理 
（漁獲量等の報告） 
第三十条 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源（特別管理特定水産資
源を除く。以下この項において同じ。）の採捕（漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分
（以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。）にあつては、当該漁獲
努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。）をする者は、特定水産資源の採捕をし
たときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところによ
り、当該特定水産資源の漁獲量（漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係
る漁獲努力量。以下この款において同じ。）その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定め
る事項を、当該管理区分が大臣管理区分（漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この
款において同じ。）である場合には農林水産大臣、知事管理区分（漁獲割当管理区分以外
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のものに限る。以下この款において同じ。）である場合には当該知事管理区分に係る都道
府県知事に報告しなければならない。 
２ 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者は、
特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省
令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その
他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場
合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事
に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称
及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告
をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めると
ころにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。 
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資　　料　　２

（第２３期８回豊前漁調委）

（令和８年４月２３日）



漁業法第５８条において読み替えて準用する同法第４２条第１項及び福岡県漁業調整規則第１１条第１項に基づく公示（福岡県豊前）

１　許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置（県内分）

漁業種類
漁具の種類その
他の漁業の方法

操業区域 漁業時期 推進機関の馬力数
船舶の

総トン数
許可す
る隻数

漁業を営む者の資格

２　許可又は起業の認可を申請すべき期間

　令和８年５月１日から令和８年５月31日まで

― 1
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊
前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築
上町に住所を有する者

刺し網漁業
なるとびえい流
し刺し網漁業

福岡県豊前
海区海面

4月20日から
11月30日まで

ただし、11月30日以
前に駆除事業が終了
した場合は、事業が
終了した日をもって
漁業時期の末日とす

る。

―

- 5
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊
前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築
上町に住所を有する者

かご漁業 かにかご漁業
福岡県豊前
海区海面

1月1日から
12月31日まで

- - 4
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊
前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築
上町に住所を有する者

固定式さし網
漁業

三重建網漁業
福岡県豊前
海区海面

1月1日から
12月31日まで

-

- 2
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊
前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築
上町に住所を有する者

刺し網漁業
まながつお流し
刺し網漁業

福岡県豊前
海区海面

5月1日から
12月31日まで

-

― 2
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊
前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築
上町に住所を有する者

固定式さし網
漁業

一重建網漁業
福岡県豊前
海区海面

1月1日から
12月31日まで

- - 6
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊
前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築
上町に住所を有する者

刺し網漁業
ぼら囲刺し網漁
業

福岡県豊前
海区海面

1月1日から
12月31日まで

―

-2-



【現行】 

 

 福岡県豊前海区漁業調整委員会指示第７０号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、ポンプを使

用して生ずる水流を利用する漁法の禁止について、次のとおり指示する。 

 ただし、試験研究機関等が試験研究のために採捕する場合は、この限りではない。 

  令和３年８月６日 

                福岡県豊前海区漁業調整委員会会長  江口 猛  

１ 指示する内容 

（１）禁止する漁法 

   ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法 

（２）禁止する区域 

   福岡県豊前海区海面 

２ 指示期間 

    令和３年８月１５日から令和８年８月１４日まで 
 
 

【更新案】 

 

 福岡県豊前海区漁業調整委員会指示第７６号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、福岡県豊前

海区における水産資源の保護を図るため、次のとおり指示する。 

 ただし、試験研究機関等が試験研究等のために水産動植物を採捕する場合は、この限

りではない。 

  令和８年 月  日（公報登載日） 

                福岡県豊前海区漁業調整委員会会長  江口 猛  

１ 指示の適用海域 

  福岡県豊前海区海面 

２ 指示の内容 

  ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法により、水産動植物を採捕してはなら

ない。 

３ 指示の期間 

    令和８年８月１５日から令和１３年８月１４日まで 
 
 
 
 

資　　料　　３

（第２３期８回豊前漁調委）

（令和８年４月２３日）



第 52 回 瀬戸内海広域漁業調整委員会 
 

議 事 次 第 
 

 

 

日 時：令和７年３月５日（木） 14 時から 

場 所：神戸市中央区八幡通４丁目２－12 カサベラ FRⅡビル 

三宮研修センター ６階 605 号室 

 

 

１  開 会 

 

２  挨 拶 

 

３  議 題 

(１) 令和８年度における遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の資源管理措置について 

(２) サワラに関する委員会指示について 

(３) その他 

① 令和８年度資源管理関係予算について 

② その他 

 

４  閉会 
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資　　料　　４

（第２３期８回豊前漁調委）

（令和８年４月２３日）



※　▲は会長、■は会長職務代理者　

岡
オカ

修
オサム

　大阪府漁業協同組合連合会 代表理事会長

兵庫県

岡山県 豊田
ト ヨ タ

安彦
ヤス ヒ コ

　朝日漁業協同組合 代表理事組合長

広島県 箱
ハコ

﨑
ザキ

照男
テルオ

　因島市漁業協同組合 代表理事組合長

山口県 三浦
ミ ウ ラ

瀬戸内海広域漁業調整委員会委員名簿

　　根　　拠：漁業法（昭和24年法律第267号）

　　定　　員：14名（互選委員11名　大臣選任委員3名）

　　任　　期：4年　大臣選任委員（第6期）2022.6.1～2026.5.31

　　　　　　　　　 海区互選委員（第7期）2025.10.1～2029.9.30

区　分 氏　名 現　　　　　　　　　職

■田沼
タ  ヌ  マ

政男
マサオ

　兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事会長

府
　
県
　
互
　
選
　
委
　
員

和歌山県 山口
ヤマグチ

太志
フ ト シ

　和歌山県漁業協同組合連合会 代表監事

大阪府

忠
タ ダシ

　山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会 副会長

徳島県 大山
オオヤマ

登
ノ ボル

　堂浦漁業協同組合 代表理事組合長

香川県 嶋野
シマノ

勝路
カツ ジ

　香川県漁業協同組合連合会 代表理事会長

愛媛県 塩田
シオタ

浩二
コ ウ ジ

　愛媛海区漁業調整委員会 委員

福岡県 瀧口
タ キグチ

克己
カツ ミ

　福岡県豊前海区漁業調整委員会 委員

大分県 本庄
ホンジョ ウ

新
シン

　大分海区漁業調整委員会 副会長

農
林
水
産
大
臣
選
任
委
員

学
識
経
験
者

▲脇田
ワ キタ

和美
カズミ 　学校法人 東海大学

　　　　　　　　　海洋学部 教授

久賀
ク ガ

みず保
ホ 　国立大学法人 鹿児島大学

　　　　　　　　　水産学部 准教授

冨山
ト ミ ヤマ

毅
タ ケシ 　国立大学法人　広島大学大学院

　　　　　 　　　 統合生命科学研究科　教授
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○
資

源
管

理
措

置
(令

和
８

年
度

)

兵
庫

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

福
岡

県

大
分

県

大
阪

湾

紀
伊

水
道

播
磨

灘
備

讃
瀬

戸

燧
灘

安
芸

灘

伊
予

灘

宇
和

海

周
防

灘

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(兵
庫

・
岡

山
・
徳

島
・
香

川
)

9
/
1
～

9
/
3
0休

漁

ひ
き

縄
漁

業
(兵

庫
・
岡

山
・
香

川
)

9
/
1
～

1
1
/
30

さ
わ

ら
目

的
の

操
業

禁
止

は
な

つ
ぎ

網
漁

業
(兵

庫
)

週
休

2
日

、
輪

番
休

漁
4
日

、
操

業
時

間
1
時

間
削

減

さ
わ

ら
船

び
き

網
漁

業
(岡

山
)

週
休

2
日

、
輪

番
休

漁
4
日

、
操

業
時

間
1
時

間
削

減

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(岡
山

・
香

川
)

9
/
1
～

9
/
3
0休

漁

ひ
き

縄
漁

業
(岡

山
・
香

川
)

9
/
1
～

1
1
/
30

さ
わ

ら
目

的
の

操
業

禁
止

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(広
島

・
山

口
・
愛

媛
)

9
/
1
～

9
/
3
0休

漁

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(山
口

・
福

岡
・
大

分
)

5
/
1
～

5
/
3
1
休

漁

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(山
口

・
愛

媛
・
大

分
)

5
/
1
6
～

6
/
15

休
漁

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(広
島

・
香

川
・
愛

媛
)

9
/
1
～

9
/
3
0
休

漁

さ
ご
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流
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網
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業
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媛

)

全
面

休
漁

さ
ご

し
巾

着
網

漁
業

(広
島

)

漁
獲

量
の

上
限

設
定

(4
6
ﾄﾝ

)

※
 斜

線
部

分
は

、
春

漁
を

規
制

※
 さ

わ
ら

流
し

網
の

網
目

１
０

．
６

ｃ
ｍ

以
上

(瀬
戸

内
海

全
海

域
共

通
)

さ
わ

ら
流

し
網
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業
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媛

)

5
/
1
～

5
/
3
1
休

漁
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ご

し
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め
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か

流
し

網
漁

業
（
愛

媛
）
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1
～
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3
0
休

漁

さ
わ

ら
流

し
網

漁
業

(大
阪

)

6
/
5
～

7
/
1
1
休

漁

ひ
き

縄
漁

業
(大

阪
・
兵

庫
)

5
/
2
5
～

6
/
30

さ
わ

ら
目

的

の
操

業
禁

止

大 阪 府

和 歌 山 県

紀
伊

水
道

外
域

ひ
き

縄
等

（
和

歌
山

・
徳

島
）

5
/
1
5
～

6
/
2
0
さ

わ
ら

目
的

の

操
業

禁
止

ひ
き

縄
等

(和
歌

山
・
徳

島
・
兵

庫
)

5
/
1
5
～

6
/
20

さ
わ

ら
目

的
の

操
業

禁
止

資
料

２
－

４

4
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さ わら 広域資源管理に係る 委員会指示について  

 

 

１ ． 委員会指示の発出について 

（ １ ） 広域に回遊する さ わら 資源の回復を図る ため実施する 休漁や流し

網の網目制限等の取組について、 実効性の確保と と も に、 資源の状

況等に機動的に対応する ため、 瀬戸内海広域漁業調整委員会（ 以下

「 委員会」 と いう 。 ） 指示によ る 公的担保措置を講じ てき たと こ ろ。 
 
（ ２ ） 現行の委員会指示第 49 号の有効期間は、令和７ 年４ 月１ 日から 令

和８ 年３ 月 31 日ま でと なっている が、引き 続き 、取組の実効性の確

保や資源の状況等に機動的に対応する 必要がある こ と から 、 令和８

年度においても 、 さ わら 広域資源管理に係る 委員会指示を発出。  

  

 

２ ． 委員会指示第 52 号（ 案） の概要 

（ １ ） 現行の取組を継続する こ と から 指示内容は現行のと おり 。  

 

（ ２ ） なお、「 ３  区域の操業制限」 の規定中、 播磨灘における はなつぎ

網漁業及びさ わら 船びき 網漁業（ 以下「 はなつぎ網等漁業」と いう 。）

の制限のう ち、 休漁については、 「 毎週２ 日の定期休漁と 輪番によ

る ４ 日間（ ５ 月に３ 日間、 ６ 月以降に１ 日間） の休漁」 と し 、 許可

船舶ごと に休漁日を指定する 必要がある こ と から 、 「 毎週火曜日、

毎週土曜日その他の瀬戸内海広域漁業調整委員会会長が定めた日」

と 規定し 、 別途、 はなつぎ網等漁業の操業が始ま る ま でに委員会会

長が休漁日を定め、 はなつぎ網等漁業者に通知。  
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